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所
得
税
・
住
民
税
の
申
告 

2
月
16 
日
　
〜
3
月
15 
日 

確定申告  

　
所
得
税
・
住
民
税（
市
県
民
税
）の
申
告
時
期
が
近
づ
き
ま
し
た
。市
で
は
、所
得
税
・
住
民
税

の
申
告
を
５
ペ
ー
ジ
の
申
告
相
談
日
程
表
の
と
お
り
受
け
付
け
ま
す
。税
務
署
で
申
告
を
し
た
人

は
、住
民
税
の
申
告
は
不
要
で
す
。申
告
が
必
要
な
人
は
、早
め
に
申
告
し
ま
し
ょ
う
。 

 

　

所
得
税 

　
事
業
所
得
（
商
業
、
工
業
、
農

業
、
医
業
、
漁
業
な
ど
か
ら
生
じ

る
所
得
）
や
不
動
産
所
得
（
地
代
、

家
賃
な
ど
に
よ
る
所
得
）
な
ど

の
あ
る
人
で
、
平
成
１６
年
中
の
、

「
所
得
金
額
の
合
計
額
」
が
「
基

礎
控
除
そ
の
他
の
所
得
控
除
の
合

計
額
」
を
超
え
、
か
つ
、
そ
の
超

え
る
部
分
の
金
額
を
基
と
し
て

「
算
出
し
た
税
額
」
が
「
配
当
控

除
額
」
と
「
定
率
減
税
額
」
な
ど

を
超
え
る
場
合
は
、
申
告
を
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
（
給
与
所
得

者
）
の
所
得
税
は
、
年
末
調
整
で

精
算
さ
れ
る
の
が
普
通
で
す
が
、

次
の
人
は
申
告
が
必
要
で
す
。 

①
給
与
の
収
入
金
額
が
２
，０
０
０

万
円
を
超
え
る
人 

②
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の

所
得
が
２０
万
円
を
超
え
る
人 

③
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け

て
い
る
人 

④
日
給
な
ど
で
働
い
て
い
る
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
で
、
勤
務
先
の
事
業

主
か
ら
給
与
支
払
報
告
書
が
提

出
さ
れ
て
い
な
い
人 

⑤
平
成
１６
年
中
に
中
途
退
職
し
た

人 

　
公
的
年
金
だ
け
の
人
で
、
年
金

を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
る

人
や
、
扶
養
控
除
、
配
偶
者
控

除
、
そ
の
ほ
か
各
種
控
除
が
変
更

に
な
る
人
は
、
確
定
申
告
が
必
要

で
す
。 

　
次
に
掲
げ
る
人
も
、
申
告
漏
れ

の
な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。 

○
生
命
保
険
金
を
受
け
取
っ
た
人

（
受
取
人
が
保
険
料
を
負
担
し

て
い
た
場
合
） 

○
副
収
入
や
臨
時
収
入
（
生
命
保

険
・
損
害
保
険
契
約
な
ど
の
満

期
金
や
個
人
年
金
、
互
助
年

金
）
な
ど
を
受
け
取
っ
た
人 

  

　

住
民
税 (

市
県
民
税) 

　
確
定
申
告
を
す
る
必
要
の
な

い
人
で
も
、
平
成
１６
年
中
に
商

業
、
農
業
、
そ
の
ほ
か
事
業
で
所

得
の
あ
っ
た
人
や
、
土
地
・
家
屋

な
ど
を
売
っ
て
所
得
の
あ
っ
た
人

は
、
申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。 

　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
も
、
次
の
人

は
申
告
が
必
要
で
す
。 

　
給
与
所
得
以
外
に
農
業
、
地

代
、
家
賃
な
ど
２０
万
円
以
下
の
所

得
が
あ
る
人
。 

 

　

持
参
す
る
も
の 

▼
所
得
税
確
定
申
告
書
（
送
付
さ

れ
て
い
る
人
の
み
） 

▼
印
鑑 

▼
源
泉
徴
収
票 

▼
生
命
保
険
・
損
害
保
険
契
約
な

ど
の
満
期
金
の
支
払
調
書
、
個

人
年
金
・
互
助
年
金
の
支
払
調

書 

▼
事
業
の
収
入
や
支
出
に
関
す
る

帳
簿
・
書
類
な
ど 

▼
医
療
費
・
生
命
保
険
料
な
ど
各

種
控
除
を
受
け
る
人
は
、
そ
れ

ら
を
証
明
す
る
書
類 

▼
住
宅
借
入
金
な
ど
（
取
得
）
特

別
控
除 

●
新
築
の
場
合
＝
土
地
・
家
屋

の
登
記
簿
謄
本
、
住
民
票
の

写
し
、
請
負
・
売
買
契
約
書

（
写
）
、
住
宅
取
得
資
金
に

係
る
借
入
金
の
年
末
残
高
証

明
書 

●
増
改
築
の
場
合
＝
前
記
の
書

類
の
ほ
か
に
、
建
築
確
認
通

知
書
の
写
し
、
検
査
済
証
の

写
し
か
、
建
築
士
の
増
改
築

等
工
事
証
明
書
（
工
事
費
用

が
１
０
０
万
円
を
超
え
る
こ

と
） 

　
住
宅
資
金
の
借
り
方
に
よ
っ
て

は
、
ほ
か
の
書
類
が
必
要
に
な
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く

は
税
務
署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。 

※
申
告
相
談
を
能
率
的
に
行
う
た

め
、
商
業
・
農
業
・
そ
の
ほ
か
事

業
を
営
ん
で
い
る
人
、
不
動
産
収

入
な
ど
の
あ
る
人
は
、
収
支
内
訳

書
を
必
ず
作
成
し
て
き
て
く
だ
さ

い
。 

        

■
問
い
合
わ
せ
先 

　
所
得
税
に
つ
い
て
は 

　
西
大
寺
税
務
署 

　
1
０
８
６
―
９
４
２
―
３
８
１
５ 

　
住
民
税（
市
県
民
税
）に
つ
い
て
は 

　
市
税
務
課 

　
1
２
２
―
１
１
１
４ 

申告相談日程表 

（水） 

（火） 

尻無西・尻無東・ 
寺村・側 

本村・井尻・南島 

西村西・西村東・ 
飯井西谷 

多聞寺・中町・宮崎・ 
磯上グリーンタウン 

西岡・柏山 

西村・福里アルカ 
ディア・福里わかく 
さ・福里東・福里 
西・長崎・長崎南 

ウエルタウン土師・ 
東向・駅前・町田 
団地・北生路 

中生路・門前・盛 
崎 

福岡住宅・みどり 

栄町・福岡中開・ 
福岡グリーンタウン 
松ヶ端・福岡南・ 
福永・市場・福岡あ 
さひ・駅は前団地 

車 

富岡西・丸山西・ 
安原団地・昭和苑・ 
サンタウン・ひま 
わり団地・松陽団 
地・八日市上 

長船団地・幸町・ 
長船北 

花尻・西谷下・西 
谷上・北谷 

畑・東谷・和田久保 

島新田・西町・稲 
荷山 

大塚・油杉 

山田・ライフステ 
ージ福里・いこい 
グリーンタウン 

福里中・福里団地・ 
新町・保正・コス 
モタウン土師 

宮下・高橋・高橋 
中・雇用促進 

ブルーム土師・パ 
レットタウン・福 
岡ニュータウン・ 
福岡東部団地・あ 
けぼの町・下小路 

福岡住宅・福岡上 
1・福岡上2・福岡 
上3

福岡東・わかば・ヴィ 
オラアヴェニュー・ 
坂川・福岡サンハイ 
ツ・ローズタウン・ 
カトレア団地 

丸山・富岡東・イ 
レブン長船・富岡 
東団地 

八日市下・芦田橋 
筋下・芦田橋筋上・ 
宮前・長船ニュー 
タウン・長船西・ 
長船西仲 

天王・長船南・舟 
山・長船パナタウ 
ン・シャトレ長船 

ゆめトピア 
1階研修室 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

月 

火 

水 

木 

金 

月 

火 

木 

水 

金 

月 

火 

水 

木 

金 

月 

火 

水 
 

木 

金 

3/7

3/8

3/9

3/10

3/11

3/14

3/15

2/17

2/16

2/18

2/21

2/22

2/23

2/24

2/25

2/28

3/1

3/2

3/3

3/4

福谷 

虫明 

豊安・山手 

福元 

大富 

山田庄 

尾張 

下笠加 箕輪・北池 

豆田 福中 

下山田 

本庄 

上山田 

豊原 

百田・宗三 

尻海 

向山 

庄田 

上笠加 

東谷・大窪 

福山・北島 

市役所2階 
大会議室 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

裳掛コミュニ 
ティーセンター 

市役所2階 
大会議室 

平山・西脇・子父雁・西浜・ 
千手 

綾浦・中浦（牛） 

関町・西町 

本町・東町・大浦・幡 

師楽・前島・黒島・黄島 

紺浦・栄町 

上・浜・下・弁天 

粟利郷・国塩・畑（長） 

中村・西浦（長） 

沖・東・西浦（鹿）・中浦（鹿） 

小向・大向・畑（鹿）・野上 

牛窓支所３ 
階大会議室 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

相談会場 
9～12時 

長船地域 
13～16時 

相談会場 
9～12時 

邑久地域 
13～16時 

相談会場 
9～12時 

牛窓地域 
13～16時 

※税務署から別途「はがき」でお知らせしている人は、相談日に税務署指定の相談会場でお受けください。 所得税・住民税の申告相談日 
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─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

今
回
の
申
告
か
ら
、 

農
業
所
得
標
準
の 

取
り
決
め
は
あ
り 

ま
せ
ん
。 


